
○
内
閣
府
令
第
八
十
六
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和

五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一
部
の
施
行
及
び
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令
（
令
和
六
年
厚
生

労
働
省
令
第
百
十
九
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
質
屋
営
業
法
施
行
規
則
及
び
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
十
月
二
十
五
日

内
閣
総
理
大
臣

石
破

茂

質
屋
営
業
法
施
行
規
則
及
び
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

（
質
屋
営
業
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

質
屋
営
業
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
総
理
府
令
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
物
品
を
質
に
取
る
場
合
の
確
認
の
方
法
）

（
物
品
を
質
に
取
る
場
合
の
確
認
の
方
法
）

第
十
六
条

法
第
十
二
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
身
分
証
明
書
、
運

第
十
六
条

法
第
十
二
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
方
法
は
、
身
分
証
明
書
、
運

転
免
許
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の

転
免
許
証
、
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個

利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七

人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法

項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
そ
の
質
置
主
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及

律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
そ
の
質

び
年
齢
を
確
か
め
る
に
足
り
る
資
料
の
提
示
を
受
け
、
又
は
質
置
主
以
外
の

置
主
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
を
確
か
め
る
に
足
り
る
資
料
の
提
示

者
で
質
置
主
の
身
元
を
確
か
め
る
に
足
り
る
も
の
に
そ
の
質
置
主
の
住
所
、

を
受
け
、
又
は
質
置
主
以
外
の
者
で
質
置
主
の
身
元
を
確
か
め
る
に
足
り
る

氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
を
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
と
す
る
。

も
の
に
そ
の
質
置
主
の
住
所
、
氏
名
、
職
業
及
び
年
齢
を
問
い
合
わ
せ
る
こ

と
と
す
る
。

２

［
略
］

２

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



（
道
路
交
通
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

道
路
交
通
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍

線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

（
免
許
申
請
書
）

（
免
許
申
請
書
）

第
十
七
条

［
略
］

第
十
七
条

［
同
上
］

２

前
項
の
様
式
の
免
許
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
写
真
を
添
付

２

［
同
上
］

（
第
三
号
、
第
五
号
又
は
第
九
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
提
示
）
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

九

健
康
保
険
の
被
保
険
者
証
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二

規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
旅
券
そ
の
他
の
書
類
で
当
該
免
許
申
請
者

十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
、
旅
券
そ
の
他

が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る
も
の
（
前
各
号
に
掲
げ
る
書

の
書
類
で
当
該
免
許
申
請
者
が
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
に
足
り
る

類
で
あ
つ
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
又
は
提
示
す
る
も
の
を
除
く

も
の
（
前
各
号
に
掲
げ
る
書
類
で
あ
つ
て
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し

。
）

又
は
提
示
す
る
も
の
を
除
く
。
）

十

［
略
］

十

［
同
上
］

３

［
略
］

３

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
府
令
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
六
年
十
二
月
二
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


